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ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
一
号
）

改

正

案

現

行

（
漏
え
い
検
査
）

（
漏
え
い
検
査
）

第
五
十
一
条

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
導
管
（
特
定
地
下
街
等
又
は
特
定

第
五
十
一
条

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
導
管
（
特
定
地
下
街
等
又
は
特
定

地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
導
管
に
関
し
第
四
十

地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
導
管
に
関
し
第
四
十

九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
装
置
が
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ

九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
装
置
が
道
路
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
当
該
道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
本
支
管
か
ら
当
該
装
置
ま
で
の
部

て
は
、
当
該
道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
本
支
管
か
ら
当
該
装
置
ま
で
の
部

分
に
限
る
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
導
管
の
種
類
ご
と
に
、
そ

分
に
限
る
。
）
は
、
最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の
に
あ
っ
て
は
埋
設
の

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
頻
度
で
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
行

日
以
後
十
四
月
に
一
回
以
上
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
埋
設
の
日
以

い
、
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

後
四
十
月
に
一
回
以
上
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
い
、
漏
え
い
が

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

導

管

の

種

類

検

査

の

頻

度

（
新

設
）

⑴

最
高
使
用
圧
力
が
高
圧
の
も
の

埋
設
の
日
以
後
十
四
月
に
一
回

以
上

⑵

告
示
で
定
め
る
導
管
（
以
下
「
特

埋
設
の
日
以
後
十
二
月
に
一
回

定
管
理
管
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

以
上

ガ
ス
（
五
Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ

三
の
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
（
ガ
ス
用
品
の

技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（

昭
和
四
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二

十
七
号
）
別
表
三
の
備
考
の
適
用
す
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べ
き
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
の
項
に
掲
げ
る

五
Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ
三
の
ガ

ス
グ
ル
ー
プ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
一
酸
化

炭
素
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
通

ず
る
も
の
（
第
四
十
七
条
に
定
め
る

措
置
（
当
該
部
分
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

を
含
む
麻
布
を
巻
き
付
け
る
方
法
を

除
く
。
）
そ
の
他
当
該
導
管
か
ら
の

ガ
ス
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の

適
切
な
措
置
（
以
下
本
条
に
お
い
て

単
に
「
措
置
」
と
い
う
。
）
が
講
じ

ら
れ
た
も
の
及
び
⑴
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

⑶

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

埋
設
の
日
以
後
四
十
月
に
一
回

も
の

以
上

２

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
導
管
か
ら
ガ
ス
栓
ま
で
に
設
置
さ
れ
て
い
る

２

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
導
管
か
ら
ガ
ス
栓
ま
で
に
設
置
さ
れ
て
い
る

導
管
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
コ
ッ
ク
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
及
び
ガ
ス
栓
（
特
定
地

導
管
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
コ
ッ
ク
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
及
び
ガ
ス
栓
（
特
定
地

下
街
等
又
は
特
定
地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、

下
街
等
又
は
特
定
地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ガ
ス
工
作
物
の
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

ち
、
本
支
管
か
ら
ガ
ス
栓
ま
で
の
間
に
絶
縁
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
当

の
下
欄
に
掲
げ
る
頻
度
で
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
い
、
漏
え
い

該
絶
縁
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
部
分
か
ら
ガ
ス
栓
ま
で
の
間
で
プ
ラ
ス
チ
ッ

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各

ク
に
て
被
覆
さ
れ
た
部
分
は
設
置
の
日
以
後
七
十
六
月
に
一
回
以
上
、
そ

号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
他
の
部
分
は
設
置
の
日
以
後
四
十
月
に
一
回
以
上
、
適
切
な
方
法
に
よ

り
検
査
を
行
い
、
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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ガ

ス

工

作

物

の

部

分

検

査

の

頻

度

（
新

設
）

⑴

本
支
管
か
ら
ガ
ス
栓
ま
で
の
間
に

設
置
の
日
以
後
七
十
六
月
に
一

絶
縁
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
当
該

回
以
上

絶
縁
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
部
分
か
ら

ガ
ス
栓
ま
で
の
間
で
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

に
て
被
覆
さ
れ
た
部
分

⑵

特
定
管
理
管
で
あ
っ
て
ガ
ス
（
五

設
置
の
日
以
後
十
二
月
に
一
回

Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ
三
の
ガ
ス

以
上

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て

一
酸
化
炭
素
を
含
む
も
の
に
限
る
。

）
を
通
ず
る
部
分
（
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
部
分
を
除
く
。
）

⑶

⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の

設
置
の
日
以
後
四
十
月
に
一
回

部
分

以
上

３

特
定
地
下
街
等
又
は
特
定
地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
導
管
（
第
一

３

特
定
地
下
街
等
又
は
特
定
地
下
室
等
に
ガ
ス
を
供
給
す
る
導
管
（
第
一

項
に
規
定
す
る
導
管
の
部
分
を
除
く
。
）
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
コ
ッ
ク
、
ガ

項
に
規
定
す
る
導
管
の
部
分
を
除
く
。
）
、
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
コ
ッ
ク
、
ガ

ス
メ
ー
タ
ー
及
び
ガ
ス
栓
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
ガ
ス
工
作
物
の

ス
メ
ー
タ
ー
及
び
ガ
ス
栓
は
、
設
置
の
日
以
後
十
四
月
に
一
回
以
上
、
適

部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
頻
度
で
、
適
切
な
方
法

切
な
方
法
に
よ
り
検
査
を
行
い
、
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で

に
よ
り
検
査
を
行
い
、
漏
え
い
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

り
で
な
い
。

。一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

ガ

ス

工

作

物

の

部

分

検

査

の

頻

度

（
新

設
）

⑴

特
定
管
理
管
で
あ
っ
て
ガ
ス
（
五

設
置
の
日
以
後
十
二
月
に
一
回
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Ｃ
、
Ｌ
一
、
Ｌ
二
又
は
Ｌ
三
の
ガ
ス

以
上

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て

一
酸
化
炭
素
を
含
む
も
の
に
限
る
。

）
を
通
ず
る
部
分
（
措
置
が
講
じ
ら

れ
た
部
分
を
除
く
。
）

⑵

⑴
に
掲
げ
る
部
分
以
外
の
部
分

設
置
の
日
以
後
十
四
月
に
一
回

以
上


